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【 Ｆ Ｉ 】
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 9 月 1 5 日 ( 2 0 2 2 . 9 . 1 5 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 消 耗 部 が 設 け ら れ た ア タ ッ チ メ ン ト を 先 端 に 有 す る 多 関 節 型 の 作 業 装 置 と ，
　 前 記 作 業 装 置 の 姿 勢 を 検 出 す る 姿 勢 セ ン サ と ，
　 前 記 姿 勢 セ ン サ か ら 出 力 さ れ る 信 号 に 基 づ い て 前 記 作 業 装 置 の 姿 勢 デ ー タ を 演 算 し ， 演  
算 し た 姿 勢 デ ー タ と 前 記 作 業 装 置 の 寸 法 デ ー タ と に 基 づ い て ， 前 記 消 耗 部 に 設 定 し た 制 御  
点 の 車 体 座 標 系 に お け る 位 置 デ ー タ を 演 算 す る コ ン ト ロ ー ラ と を 備 え た 作 業 機 械 に お い て  
，
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ は ，
　 　 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 上 の 基 準 面 を 測 定 面 設 定 物 体 に 接 触 さ せ た 状 態 で 演 算 さ れ る 前 記  
作 業 装 置 の 姿 勢 デ ー タ 及 び 前 記 制 御 点 の 位 置 デ ー タ に 基 づ い て ， 前 記 車 体 座 標 系 に お け る  
前 記 基 準 面 の 位 置 に 測 定 面 を 設 定 す る 第 １ 処 理 と ，
　 　 前 記 測 定 面 設 定 物 体 に お い て 前 記 基 準 面 が 接 触 し た 接 触 面 に 対 し て 前 記 ア タ ッ チ メ ン  
ト を 所 定 の 角 度 で 保 持 し な が ら 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト の 前 記 消 耗 部 を 接 触 さ せ る 測 定 姿 勢 に  
前 記 作 業 装 置 の 姿 勢 が 保 持 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る 第 ２ 処 理 と ，
　 　 前 記 車 体 座 標 系 に お け る 前 記 制 御 点 の 位 置 と ， 前 記 車 体 座 標 系 に 設 定 し た 前 記 測 定 面  
の 位 置 と に 基 づ い て ， 前 記 測 定 面 と 前 記 制 御 点 の 距 離 を 演 算 す る 第 ３ 処 理 と ，
　 　 演 算 さ れ た 前 記 距 離 の う ち 前 記 作 業 装 置 が 前 記 測 定 姿 勢 に 保 持 さ れ て い る と 判 定 さ れ  
た と き に 演 算 さ れ た 距 離 に 基 づ い て 前 記 消 耗 部 の 摩 耗 量 を 演 算 す る 第 ４ 処 理 と を 実 行 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ の 作 業 機 械 に お い て ，
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ に よ っ て 前 記 第 １ 処 理 が 実 行 さ れ る 前 に ， 前 記 基 準 面 を 前 記 測 定 面 設  
定 物 体 に 接 触 さ せ る こ と を オ ペ レ ー タ に 対 し て 指 示 す る 第 １ 表 示 と ，
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ に よ っ て 前 記 第 ２ 処 理 が 実 行 さ れ る 前 に ， 前 記 作 業 装 置 の 姿 勢 を 前 記  
測 定 姿 勢 に 保 持 す る こ と を オ ペ レ ー タ に 対 し て 指 示 す る 第 ２ 表 示 と を 表 示 す る モ ニ タ を さ  
ら に 備 え る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ の 作 業 機 械 に お い て ，
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　 前 記 モ ニ タ に 前 記 第 １ 表 示 が 表 示 さ れ た 後 に ， 前 記 基 準 面 が 前 記 測 定 面 設 定 物 体 に 接 触  
さ れ た こ と を 前 記 コ ン ト ロ ー ラ に 入 力 す る 第 １ 入 力 と ，
　 前 記 モ ニ タ に 前 記 第 ２ 表 示 が 表 示 さ れ た 後 に ， 前 記 作 業 装 置 の 姿 勢 が 前 記 測 定 姿 勢 に 保  
持 さ れ た こ と を 前 記 コ ン ト ロ ー ラ に 入 力 す る 第 ２ 入 力 と を 入 力 す る た め の 入 力 装 置 を さ ら  
に 備 え る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ２ の 作 業 機 械 に お い て ，
　 前 記 作 業 装 置 を 駆 動 す る ア ク チ ュ エ ー タ に 作 用 す る 圧 力 を 検 出 す る 圧 力 セ ン サ を さ ら に  
備 え ，
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ は ，
　 　 前 記 モ ニ タ に 前 記 第 １ 表 示 が 表 示 さ れ た 後 に ， 前 記 基 準 面 が 前 記 測 定 面 設 定 物 体 に 接  
触 し た こ と を 前 記 圧 力 セ ン サ に よ る 検 出 圧 力 に よ っ て 検 出 し た と き に 前 記 第 １ 処 理 を 実 行  
し ，
　 　 前 記 モ ニ タ に 前 記 第 ２ 表 示 が 表 示 さ れ た 後 に ， 前 記 作 業 装 置 が 前 記 測 定 姿 勢 を と っ た  
こ と を 前 記 圧 力 セ ン サ に よ る 検 出 圧 力 に よ っ て 検 出 し た と き に 前 記 第 ２ 処 理 を 実 行 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ の 作 業 機 械 に お い て ，
　 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト は バ ケ ッ ト で あ り ， 前 記 消 耗 部 は 前 記 バ ケ ッ ト の 爪 で あ り ， 前 記 制  
御 点 は 前 記 バ ケ ッ ト の 爪 先 に 設 定 し た 点 で あ り ，
　 前 記 測 定 姿 勢 は ， 前 記 バ ケ ッ ト の 背 面 を 前 記 接 触 面 に 対 し て 垂 直 に 保 持 し ， か つ ， 前 記  
バ ケ ッ ト の 爪 先 を 前 記 接 触 面 に 接 触 さ せ た 姿 勢 で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ２ の 作 業 機 械 に お い て ，
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ は ， 前 記 姿 勢 セ ン サ か ら 出 力 さ れ る 信 号 に 基 づ い て 演 算 さ れ る 前 記 作  
業 装 置 の 姿 勢 デ ー タ と ， 前 記 車 体 座 標 系 に お け る 前 記 測 定 面 の 位 置 と に 基 づ い て ， 前 記 ア  
タ ッ チ メ ン ト と 前 記 接 触 面 の な す 角 度 を 演 算 し ， 演 算 し た 前 記 角 度 を 前 記 モ ニ タ に 表 示 す  
る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ の 作 業 機 械 に お い て ，
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ は ， 演 算 し た 前 記 摩 耗 量 に 基 づ い て 前 記 作 業 装 置 の 寸 法 デ ー タ を 更 新  
す る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ の 作 業 機 械 に お い て ，
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ は ， 演 算 し た 前 記 制 御 点 の 前 記 車 体 座 標 系 に お け る 位 置 に 基 づ い て 前  
記 作 業 装 置 を 制 御 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 作 業 機 械 。
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